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事業所
所在地

事業所名
実地

指導日
文書による指摘の内容

指摘に
対する　

是正状況
備考

医療法人た
んぽぽ清悠
会

土佐清水
市

老人保健施設サン
ケアしみず

R7.11.5 なし

１　運営規程に不足する項目（虐待の防止のための措置に関する事
項）が認められた。

改善中

２　当該施設の入所者の状態に応じた口腔衛生の管理が計画的に行わ
れていないことが認められた。

改善中

３　施設が新たに採用した従業者について、採用後１年を経過するま
でに、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させていないことが認め
られた。

改善中

４　非常災害対策について、水害を想定した訓練を実施していないこ
とが認められた。

改善中

５　介護報酬の算定に当たり、不適切な事例（療養食加算を算定でき
ない利用者に対し、療養食加算を算定）が認められた。

改善中

医療法人島
津会

四万十市 幡多クリニック介
護医療院

R7.9.3 なし

１　業務継続計画に係る訓練を実施していないことが認められた。 改善済

２　非常災害対策について、次のことが認められた。
①防災対策マニュアルの概要を掲示していない。
②地震・津波を想定した避難訓練を２ヶ月から４ヶ月に１回以上実施
していない。
③水害を想定した訓練を実施していない。

改善済

医療法人高
知慈恵会

香南市 三谷介護医療院 R7.8.21 １　虐待の防止に係る措置について、虐待の防止のための研修を実施
していないことが認められた。
２ 介護報酬の算定について所定単位数の100分の１に相当する単
位数を所定単位数から減算していないことが認められた。

改善済

医療法人豊
秋会

香美市 香北介護医療院 R7.10.7 なし

医療法人岡
本会

吾川郡い
の町

さくら病院介護医
療院

R7.3.11 1　施設サービス計画について、文書により入所者の同意を得て
 いない事例が認められた。

改善済

医療法人一
心会

吾川郡仁
淀川町

安部介護医療院 R7.10.16 １　運営規程に不足する事項（虐待防止のための措置に関する事項）
が認められた。

改善中
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医療法人次
田会

土佐清水
市

足摺病院介護医療
院

R7.12.4

医療法人元
湧会

四万十市 介護医療院あいさ
んさん

R7.10.22


